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軽減税率対策補助金とは
消費税軽減税率制度の実施に伴い対応が必要となる中小企業・小規模事業者等に

対して、複数税率対応レジや発券機の導入や改修、受発注システムの改修、請求書
管理システムの改修等に要する経費の一部を補助することにより、導入等の準備が
円滑に進むよう支援する制度です。日頃から軽減税率対象商品を取引しており、軽
減税率に対応した請求書の発行を円滑に行うために、請求書管理システムを改修・
導入する事業者を支援します。

・本マニュアルは、「請求書管理システムの改修等支援」について、請求書管理システム・事務機器の
募集・登録の手続きを説明するものです。なお、登録していない請求書管理システム・事務機器は、本
補助金の交付を行うことができません。
また、請求書管理システム・事務機器を改修・導入し補助金の申請をする場合は、代理申請協力店に

よる代理申請が必須となっています。

軽減税率対策補助金について

申請タイプ 補助対象の概要

A型 複数税率対応レジの導入等支援

A-1 レジ・導入型
複数税率対応の機能を有するＰＯＳ機能のないレジを対象機器とし、
その導入費用を補助対象とします

A-2 レジ・改修型
複数税率非対応のレジを、対応レジに改修する場合の費用を補助対象
とします

A-3 モバイルＰＯＳレジシステム
複数税率対応した継続的なレジ機能サービスをタブレット、ＰＣ、
スマートフォンを用いて利用し、レシートプリンタを含む付属機器を
組み合わせてレジとして新たに導入するものを補助対象とします

A-4 ＰＯＳレジシステム
ＰＯＳレジシステムを複数税率に対応するように改修または導入する
場合の費用を補助対象とします

A-5 券売機
券売機を区分記載請求書等保存方式に対応するように改修又は導入する
場合の費用を補助対象とします

B型 受発注システムの改修等支援

B-1 受発注システム・
指定事業者改修型

電子的な受発注システムを改修・入替する場合の費用を補助対象とします
※改修・入替をシステムベンダー等に発注・実施する場合

請け負う指定事業者による代理申請
（リース利用する場合は、指定リース事業者を含む3者で申請）

B-2 受発注システム・
自己導入型

電子的な受発注システムを導入する場合の費用を補助対象とします
※中小企業・小規模事業者等が自らパッケージ製品およびサービスを

購入し導入する場合

C型 請求書管理システムの改修等支援

C-1 請求書管理システム・
システム改修・導入型

請求書管理システムを改修・導入する場合の費用を補助対象とします
※改修・導入をシステムベンダー等に発注・実施する場合

請け負う指定事業者による代理申請
（リース利用する場合は指定リース事業者を含む3者で申請）

C-2 請求書管理システム・
ソフトウェア自己導入型

請求書管理システムを自己導入する場合の費用を補助対象とします
※中小企業・小規模事業者等が自らパッケージ製品およびサービスを

購入し導入する場合

C-3 請求書管理システム・
事務機器改修・導入型

ハードウエアと一体化した請求書管理システム・事務機器を
改修・導入する場合の費用を補助対象とします
※代理申請協力店による代理申請

（リース利用する場合は指定リース事業者との共同申請）
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■補助対象事業者

（1）ⅰ）の機能を有する請求書管理システム・事務機器（以下「事務機器」という）の改修・導入に係る費用

ⅰ）区分記載請求書等保存方式に対応した請求書（領収書）等の発行機能を持つもの

※2023年10月から導入される「適格請求書等保存方式」に対応した機器についても補助対象となります。
※ファイナンスリースにより事務機器を導入した場合も補助対象となります。
※事務局に登録された製品以外の事務機器は補助対象外となります。
※中古の事務機器は補助対象外となります。
※事務局が認める事務機器の機能以外については補助対象経費となりません。 ※P.6参照

（2）商品マスタ設定に係る費用及び機器の導入に要する経費（運搬費等）
※既存事務機器の処分費用は対象外

(１)補助率と補助金上限額

補助率を乗じた際に発生した小数点第１位以下の数値は切捨てとします。
Ｃ型「請求書管理システムの改修等支援」における異なるタイプで申請した場合も含めて１事業者あたりの補助金上限額

１５０万円となります。

(２)Ｃ型とＢ型の両方の補助金を申請する場合の補助金上限額
Ｃ型とＢ型の両方の補助金を申請する場合の１事業者あたりの補助金上限額は、上記（１）に加えて、Ｂ型の１事業者あた
りの補助金上限額をＣ型とＢ型の合計額の補助上限額として適用します。

■補助率および補助上限額

※詳細な補助対象要件については、公募要領または申請の手引きをご覧ください。

軽減税率対象商品(＊１)を将来にわたり継続的に取引を行い(＊２)、区分記載請求書等保存方式に対応した請
求書を発行するために、請求書管理システムの改修・導入を行う必要がある中小企業・小規模事業者であるこ
と。

※みなし大企業は補助対象外

「みなし大企業」とは以下のいずれかに該当する者をいいます。
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の１／２以上を同一の大企業が所有している中小企業者
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の２／３以上を大企業が所有している中小企業者
・大企業(＊)の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の１／２以上を占めている中小企業者

＊1 軽減税率対象品目
①飲食料品（お酒や外食サービスは除く）
②週２回以上発行される新聞（定期購読されるものに限る）

＊2軽減税率対象商品を将来にわたり継続的に販売」とは、請求書管理システムを使用して請求書等を発行
し、下記を満たすものとする。
①日頃から軽減税率対象商品を販売（著しく安価なものの販売は、認められません。）している。
②（軽減税率制度が実施される２０１９年１０月１日以降も）継続して軽減税率対象商品を販売している。

よって、①・②を満たしていることを事務局が確認できない場合は、本事業の申請者となりません。

■補助対象となる改修・導入

Ⅰ章 対象要件

区分 補助率 補助金上限額

改修 １．事務機器の改修 ３／４ 1台あたり２０万円

１事業者
あたり
１５０万円導入

２－１．事務機器の導入

３／４

1台あたり２０万円

２－２．設置に要する経費
導入する事務機器の台数
×２０万円が上限額

Ｂ型（受発注システム）の申請内容 Ｂ型とＣ型の合計の補助金上限額

発注システムを申請した 1事業者あたり１０００万円

受注システムを申請した 1事業者あたり１５０万円

発注システムと受注システムの両方を申請した 1事業者あたり１０００万円
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区分記載請求書等保存方式に対応した事務機器とは、以下のⅰ）の機能を満たすものをいいます。

i ）区分記載請求書等保存方式※に対応した請求書等の発行機能を持つもの

以下の事項を記載した請求書等を発行できる機能を有すること

■請求書発行者の氏名又は名称
■取引年月日
■取引の内容
■対価の額
■請求書受領者の氏名又は名称（不特定多数を対象とする場合には省略可）
■軽減税率の対象品目である旨の表記

（枠で囲っている※の表記及び※印が軽減税率の対象商品である旨の表記を含む。）
■税率ごとに合計した対価の額

※ 区分記載請求書等保存方式の記載例

2023年10月から導入される「適格請求書等保存方式」に対応した機器についても
補助対象となります。

＊発行する請求書（領収書）等が区分記載請求書等保存方式に対応しているか確認する場合は、
国税庁にお問合せください。

３．区分記載請求書等保存方式に対応した事務機器の要件

Ⅰ章 対象要件
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① 登録可能な請求書管理システム・事務機器の要件
以下のような、請求書管理システム・事務機器を事務局に登録できます。
・軽減税率に対応する事務機器であること
・請求書発行機能を含む事務機器であること
・区分記載請求書等保存方式に対応する請求書発行システムであること
・購入・契約した製品・サービスを一意に識別できるシリアルナンバー、プロダクトキー、アカウントナン

バー等を製品カード、シール、保証書、HP（マイページ等）で中小企業者等 自らが確認可能であること
・請求書発行や売上管理業務に特化された機器であり、汎用性のない機器（事務・会計・単機能型）である

こと

② 登録可能な事業者の要件
・メーカーを営む事業者であること。
・軽減税率制度への準備に取り組む中小企業者等に対し請求書管理システム・事務機器の改修および導入を

行う事業者であること。
・日本国において事業を行う法人または個人であること。
・補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられていない者であること。
・暴力団等の反社会的勢力に該当せず、今後においても反社会的勢力との関係を持つ意思がないこと。
・補助金業務の実施に必要な社内管理体制を有すること。
・情報セキュリティ対策の管理が実施されていること

③ 登録した事業者の役割
請求書管理システム・事務機器の登録を希望される事業者については、以下の点について、留意の上、登録
申請を行っていただきます。
・中小企業者の補助金申請に係る事務負担軽減に努めること
・軽減税率制度に必要な対応を促すこと
・お客様のサポート体制を構築すること

■登録可能な請求書管理システム・事務機器について

■請求書管理システム・事務機器の登録取り消し

事務局は、登録された請求書管理システム・事務機器が以下の事項に該当すると判断した場合、請求書管理
システム・事務機器の登録を取り消すことができます。

・本公募要領で規定する請求書管理システム・事務機器の要件を欠く、またはそのおそれがあると認められる

場合

・公募要領等の各種規定に違反する、またはそのおそれがあると認められる場合

・その他事業の遂行に不適当な内容があると認められる場合

Ⅰ章 対象要件
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■補助対象となる製品の広報に関するご注意

■自社の対象製品等の周知

登録された対象製品を各社のカタログ・ホームページ・チラシ・広告等で対象製品として広報することは任意とします。
ただし、登録されたことをもって、以下にあげるように誤解をあたえる表現を用いることは認められません。

NG ) “中小企業庁 認定製品” OK ) Ǭ Ǻ
“中小企業庁 推奨製品”

対象外の製品が対象製品であるかのような誤解を中小企業者に与えないように配慮する必要があります。

) 対象となる対象製品型番において、販売の時期が異なることなどにより対象外の
製品が同一型番として含まれる場合、対象外となる製品が申請されない様、
販売の際に明示する必要があります。

対象製品として登録申請した事務機器指定メーカーは、自社製品を扱う流通事業者や販売店等に対し、登録された型番・製品名な
どを認識でき、申請書などに必要な対象製品型番やシリアル番号および筐体の製造番号を書けるように周知するとともに、必要な
情報を提供する必要があります。

※事務局に登録されていない対象製品型番での補助金申請に対しては、補助金の交付は行われません。

Ⅰ章 対象要件
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代理申請協力店
（販売店等）

軽減税率対策補助金事務局

審査ライン処理

①請求書管理システム・事務機器登録申請（書類を郵送及びメールにて送付）

⑤受付 / 審査 / 承認 / 交付決定

③登録内容等周知

④代理申請

リース

⑥補助金振込

指定リース
事業者

④共同申請

代理申請依頼

②登録通知

※事務機器指定メーカーの登録フローはP.10にて説明

請求書管理システム・
事務機器メーカー

■事業スキーム

申
請
書
類
確
認

証
憑
書
類
照
合

承
認

※ 代理申請は事務局に登録された代理申請協力店に限ります。
よって、代理申請協力店以外の者は代理申請が出来ないことを周知してください。

※ Ｃ－３型は、代理申請又は共同申請が必須となります。
よって、申請者のみで補助金の申請が出来ないことを周知してください。

補
助
金
交
付

※

※

※

リ
ー
ス
の
場
合
の
み

申
請
受
付
（
私
書
箱
）

Ⅰ章 対象要件
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書類名
様式
番号

入手
方法

摘要 備考

1 請求書管理システム・事務機器登録申請書
様式
C3-1

ダウンロード
（Excel）

初回のみ提出

2 請求書管理システム・事務機器リスト
様式
C3-2

ダウンロード
（Excel）

初回及び追加登録時に提出

3
紙やWeb等の製品カタログ（金額ならびに、有す
る機能や複数税率への対応内容が確認できるも
の）

― ― 初回及び追加登録時に提出

■請求書管理システム・事務機器登録の流れ

③申請受付

⑤登録完了

⑥請求書管理システム・事務機器
登録連絡⑦請求書管理システム・事務機器

登録公表

事務局 請求書管理システム・事務機器メーカー

※事務局ホームページより各申請書類を
ダウンロードしてください。

・事務機器管理システム・事務機器
登録申請書

・事務機器管理システム・事務機器
登録リスト

②申請書作成・送付
（請求書管理システム・事務機器登録）

④審査

※提出書類に不備があった場合は、
事務局よりご連絡いたします。

※○○にて公開

※事務局ホームページにて公表

①申請書

■申請に関する提出書類一覧

≪郵送≫
1.事務機器管理システム・事務機器

登録申請書（出力）
2.事務機器管理システム・事務機器

リスト（出力）
3.紙やWeb等の製品カタログ（金額ならびに

、有する機能や複数税率への対応内容が確認
できるもの）（型番ごとに必要）

≪メールにて送付≫
※下記書類はメールでもお送りください。
1.事務機器管理システム・事務機器

リスト（出力）

請
求
書
管
理
シ
ス
テ
ム
・
事
務
機

器
登
録
に
係
る
書
類

βⱳ ꜘ қ Ḹ ї ḹֻ

Ⅱ章 事務機器登録方法
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請求書管理システム・事務機器登録を希望される場合、以下の注意事項にご留意の上、申請を行って
ください。

■申請書記入においての注意事項

「申請書」記入の際の注意事項

申請書は、電算処理を行いますので以下の記入ルールをよくご確認の上、資料を作成してください。
記入ルールに従っていない場合はエラーとなりますのでご注意ください。

1. 項目は、原則すべて記入してください。
2. 数字はアラビア数字、英字は大文字のみで記入してください。

不要なスペースは記入しないでください。「－（ハイフン）」 「.（ドット）」等がある場合は
省略せず記入してください。

3. フォーマットの変更（列の削除や追加）は行わないでください。
また、行は空けずにつめて入力してください。

4. 環境依存文字（②、Ⅱ、㈱、㈲など）を使用しないでください。
関数（計算式）、参照・リンク（他ファイル、他シート）等は行わないでください。

5. 本事業の主旨をご理解頂ける場合は、押印の上、申請書の提出をお願い致します。

Ⅱ章 事務機器登録方法
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■請求書管理システム・事務機器登録申請書（記入方法）

様式C3-1 （機器登録）

請求書管理
システム

中小企業・小規模事業者等消費税軽減税率対策補助金
請求書管理システム・事務機器指定メーカー登録申請書

申請日 2019 年 月 日

中小企業・小規模事業者等消費税軽減税率対策補助金(請求書管理システム改修・導入支援）における
請求書管理システム・事務機器を製品登録申請いたします。

※本事業の主旨にご理解頂ける場合は登録申請書に押印の上、提出をお願いいたします。

①
申
請
者
情
報

法人番号

押

印
申請者

フリガナ

事業者名

フリガナ フリガナ

代表者肩書 代表者氏名

事業者の所在地

郵便番号 ₔ -
都道府県
選択

フリガナ（自動）

都道府県
以降の住所

フリガナ

建物名

フリガナ

担当者名 所 属 氏 名

- -担当者連絡先 固 定 - -

項目 注意事項

E-mail

②
宣
誓

事務機器指定

メーカー登録に
おける宣誓

1.事務機器指定メーカーとして、代理申請協力店に登録し、代理申請を行います。
2.顧客を含め、求めに応じて軽減税率に必要な対応を行うことを始め、本補助制度の活用を
　促します。
3.機器導入後、設置機器及びシステムの操作方法を含め、トラブル対応等の申請者サポートを
  十分行います。
4.反社会的勢力に該当せず、今後においても、反社会的勢力との関係を持つ意思は
　ありません。

携 帯

事業者所在地
・フリガナも必ず入力してください。
・建物名も必ず入力してください。

申請者
・フリガナも必ず入力してください。
・「印」　　※社判に相当する印を押印してください。

担当者名 ・「所属」がない場合は未入力でも結構です。

担当者連絡先 ・「固定」または、「携帯」の電話番号を必ず入力してください。

申請日 ・申請日を入力してください。

法人番号
・13ケタの法人番号を入力してください。
 （国税庁の法人番号公表サイトでご確認いただけます。
　 http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/）

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Ⅱ章 事務機器登録方法
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対象製品として登録できるものは以下の製品です。

出荷時点において、区分記載請求書等保存方式に対応した請求書（領収書）等を発行できる請求書管理システ
ム・事務機器

対象製品型番の登録をされない場合、補助金の交付対象となりません。
※補助金の交付を受けるためには、事務局が対象製品型番を登録し、ホームページで公表していることが必要です。

対象製品型番の登録申請期限は、2019年６月28日《消印有効》となっております。
なお、受付から登録までは１ケ月程度時間を要することもありますので、
予めご理解いただきますようお願いいたします。

≪適格請求書等保存方式（インボイス）への対応について≫

適格請求書等保存方式（インボイス）が導入される2023年10月以降には、区分記載請求書での記載事項に加
え、①登録番号、②適用税率毎の消費税額が必要となります。一方、不特定多数の者に対して販売を行う
小売業等については簡易インボイスが適用され、「③適用税率及び②適用税率毎の消費税額」が「③適用税率
又は②適用税率毎の消費税額」と簡易な取扱が認められています。（したがって、最低限追加で記載すべき
事項は、①の登録番号のみとなります。）

今般の対象製品型番の登録にあたっては、インボイス制度導入後においても引き続き新たな設備投資等を行う
ことなく使用可能な機種については、その旨を明らかにし、これを公表することとしています。登録の際は、
当該機種については、「インボイス対応機種」として申請を行ってください。

■請求書管理システム・事務機器登録について

Ⅱ章 事務機器登録方法
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請求書管理システム・事務機器登録に関して

【請求書管理システム・事務機器を登録される方へ】

■本事業の対象製品として、その機能を型番と必要書類と共に事務局へ申請し、審査の上、
承認されたものが対象製品として登録されます。

■対象製品型番登録の際は、必要書類を請求書管理システム・事務機器メーカーで取り纏めて登録
申請してください。
申請に必要な所定の様式は事務局のホームページからダウンロードし、ご入力ください。
その他、各社で用意する資料と合わせて間違いの無いよう作成してください。

■対象製品型番に設定いただく型番は、ユニークな番号であれば保証書等に記載されている
製品型番でも、別途設定された通し番号でも問題ありません。

■特に製品型番を設定されていない場合は、重複することのないユニークな型番を構成して
付番してください。

■対象製品型番登録の際に記載する販売価格は、事務機器のハードウェアおよびソフトウェアの合
計金額を記載してください。（ハードウェアとソフトウェアのうちの対象となる機能それぞれの
価格について、別途資料を求めることがあります。 ）
※補助対象となる請求書管理システムの要件についてはＰ6をご確認ください。

■登録された対象製品は事務局のホームページにて公表致します。
このホームページ等で中小企業者は対象製品の確認を行うことが出来ます。

■請求書管理システム・事務機器リストは、郵送に加えてメールでの送付をお願いします。
宛先は、P.17の提出先をご確認ください。

■登録する型番は、原則として機器の型番でお願い致します。
シリーズなどでいくつかのタイプの機器型番が一括りになっている場合などは、例えば、
機器の型番に枝番などをつけて申請するようにしてください。

例）（シリーズ名）KGZ-0001 ⇒ KGZ-0001-1、KGZ-0001-2 など

Ⅱ章 事務機器登録方法

■注意事項
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■対象製品型番登録リスト様式（記入方法）

1 -

2 5

3 -

4 30

5 20

6 -

2

2

2

2

12 100 -

13 - -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20 2 20 2 20 20 1 1 2 2 0

1 8 JKC-XG123 9

2 12 JKC-SJ-9999 11

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

9 0 0

10 0 0

11 0 0

12 0 0

13 0 0

14 0 0

15 0 0

996 0 0

997 0 0

998 0 0

999 0 0

1000 0 0

J0000

4 5 6 7 8

2

3

1

9

Ⅱ章 事務機器登録方法
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ʈ 様式 書類名 提出方法

1 指定（様式C3-1） 請求書管理システム・事務機器登録申請書 押印・郵送

2 指定（様式C3-2） 請求書管理システム・事務機器リスト 郵送およびメール

3 任意
紙やWeb等の製品カタログ（金額ならびに、有す
る機能や複数税率への対応内容が確認できるもの）

郵送

提出書類

≪郵送≫

※以下の書類はメールでも

送ってください。

①請求書管理システム

・事務機器リスト

③ ②

※以下の①②③の順番でまとめて「１セット」としてクリップやクリアファイルでまとめて提出してください。

①

≪メール≫

Ⅱ章 事務機器登録方法

5.提出書類の送付について
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○郵送物提出先

〒104-8689

晴海郵便局 京橋分室留

軽減税率対策補助金事務局 Ｃ－３担当宛

※提出時は郵便での提出をお願いいたします。

※局留のため、宅配便等では受け付けることができません。

※郵送の際には特定記録等の追跡が可能な形態での送付を推奨しております。

※請求書管理システム・事務機器リストは、

郵送及びメールの両方で提出をお願いします。

○メール提出先

[アドレス] Ｃ３@kzt-hojo.jp

※メールで送付される際は、メールの件名を

「軽減税率対策補助金対象製品型番登録/○○○○株式会社」としてください。

<軽減税率対策補助金事務局コールセンター> 受付時間：平日9時～17時

0570-053-555 (IP電話等からの問い合わせ先：03-6627-1316）

※通話料がかかります。
※請求書管理システム・事務機器登録に関するお問い合わせを受け付けております。

■登録申請期限

■提出先

■問い合わせ先

登録申請期限：2019年6月28日《消印有効》

なお、受付から登録までは１ケ月程度時間を要することもありますので、

予めご理解いただきますようお願いいたします。

Ⅱ章 事務機器登録方法


